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竹 内 勝 美

江戸時代匹は身分により 職業と住居が固定さ九 行動の自由 と職業選択の自由

が奪われていた。 現在の百人の生活たそれた似通ったものを感ずるのは私一人で

はあるま い。

盲人の術祉を考えるとき、・すぐれた先進諸国の例が引かれ、又、 日本匠於ける

地道な取組みが紹介さ れる。しかい その格差は恕めて大 きく道述しの感を強 く

する。盲人(})訴えは強いが、実現への辺筋は明確さを欠き、毀韮な実践は成功者

の苦労話と して個人の能刀に帰せ られる。

官人巡動の 目的は、；権利の具現である。憲法で認められた賭櫂利は長い歴史の

り 中で支配者に対し被支配者が戦って手匠 したも のである。 この：f釦牙りも憲法tて規定

があるだけで具現してい ないものも多いっ盲人の個々の要求を結集し、訴えれば

権利を形と して手中に収める こと ができる＾その限 りたおいて盲人が百人運動(j)

中心と なる ことは正しいし、それ花より 具現した権利も多い。 しかし、盲人のみ

(/)迎動で盲人の福祉は具現できるかo 否、失明という節害のため匠封建社会匹似

た櫛利を奪われた状態を脱却する ことは困難であるo職業の自由 を叫ぷとと、身

体i節害者 も含めた暮せる最低四金制の確立や公伐によるエ堀施設改造や労働者の

意識も含めた受入熊勢の幣備が必要であり、 これら条件整備の中（ては盲人のみの

問函ではな〈広く労働者のいや国民の問函として取 り上げら るべきものを多く含

んでいる。 職業匠限らず他の福祉面でも社会保障という国民的課題として広範な

人々 の巡動として取組むことなしして解決できないものが山稜している。

私達は貼科薬的な福祉では到底満足しえないし、抜本的な改革を目ざす以上、

社会発展の現況を把握しつつ政治の動きたも注目し．社会を動かし政治を勁かす

運動の中に盲人問題を国民の問超として位謎づけ共(I[運動する以外匹盲人の権利

を保障し具現する道はありえない と考える。

（筆者は京都府立盲学校教諭）
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家庭奉仕員 と盲人 福祉

勝 JI I 武

家庭奉仕員の ことを考える匠当って、 私は次の言莱を思い出さず匹はおられな

い。 「滴足している豚であ るより は、不洗足でいる人間の方がよい」 という())で

ある。これは、イギ リスの政治家グラッドスト ーンが 「合理主義の狸者」 と呼ん

で蒋敬した J.s・ミルの言葉である。

ミルの言う、 人間という意味は、核めて韮要な言葉で、彼は良心的匹生きる人

間の ことをさしている。その良心の核心を、社会的感情であ る共感匹おいたo 即

ち。他人の苦しみや悲しみを自分の苦しみや悲しみと 考え、他人の幸不幸匹大い

匹心を動かした。そして、当時の社会問俎匹深いI剥心を寄せ、労働者の保護や、

婦人解放た刀を尽 した。 私は、世界最商をいくイギ リスの盲人福祉の根本は この

精神的伝統匠あるのではないかという仮説も持っている。 家庭奉仕員の方々の根

本精神もここ匹あるよう匹思われ、家庭奉仕員 こそ人間として母高の生き方を し

ておられる方々だと考えている。

私の属している教会匹二人の家庭奉仕員の方がある。又、カウンセリングの研

究会の中の 「出合いグループ」のメンバーの一人たもあり、それらの方々が局囲

の人々に大きな影磐を与えているこ とを見聞 している。最近、教会の動きが大き

＜変化してきたo 重度精洵児施設 （山ぱと学園）の慰問や、社会福祉協議会の事

務局長を呼び、一人暮 しの病人や老人の話を開き． それらの施設への援助夜金

を集めたり、その家庭や施設を訪問したりするなどの活動が行なわれるよう匹な

って きたo これは家庭奉仕員の方々の言動が影響してい る。

全国陀は 780名の家庭奉仕員の方々がおられるo 私はまず、この方々匹対し

心から感謝と尊敬の意を表したいのであるり家庭奉仕員には、老人家庭奉仕員、

身体障害者家庭奉仕員、心身障害者家庭奉仕員の 3種類があるか、次に述ぺるの

は主として身体障害者家庭奉仕員についてであるっ

家庭奉仕員設骰匹関する条文と、愛知県の実状は、法律の上でどのようになっ

ているのか。愛知県の実状はどうなのか、述べること 匹するn

身体障害者福祉法第 21条の 3に 「市町村は、社会福祉法人その他の団体に
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対して、身体上の節害のため日常生活を営むの匹若しく支障のある身体諒害者の

家庭に身体照害者家庭奉仕只を派逍してその日常生活上の世話を行なわせること

を委託する ことができる」 とあるn

老人の家庭奉仕兵制度は昭和 38年｀身体節害者家庭奉仕負制度は、昭和42

年か ら脱く こと が出来ること 匹な った。愛知県夜市が 28あるが、 その，中で身体

障害者家庭奉仕負のおかれている市は昭和 46年梗で 13の市匠おかれている匠

過ぎず、身体脆害者相談只が湘ねていたり、秘集中だがなかなか応森者がないと

いうものを含めて 15の市と、町村全部（ては肘かれていないのが現状であるn 経

営主体は、市町村又は市町村社会福祉協涵会があり、家庭奉仕負はその邸託職員

ヵヽ 直接市の職且乃至非常WJ職負となっているn

0身体即家者家庭奉仕且派逍平契の運営（てついて、家庭奉仕且の設骰の 目的は次

のよ うたきめられている。

「身体節害者派逍平業は、煎度の身体諒害者(})ため独立して 日常生活を営むの

vc芳しく 支諒のある身体廊害者(})家庭匠対し、家庭奉仕負を派逍して無料で適切

な家罪介護等の 日常生活の世話を行なわせ、 もって、煎度身体防害者の生活の

安定匹寄与する等その援悉を図る こと を目的とする」

「派遮対象の身体障害者は、韮度身体防害のため日＇常生活侭若しい支陀がある

低所待の家庭、家族が介護できない状況」とあ るn 実際には寝た きりの身体障害

者か、盲人の塙合は夫姉全盲か、身寄り(})ない盲人か、るう盲人の褐合が多い。・

0家庭奉仕旦のサー ビスの内容は、 「家平、介設匹閲すること（食事の世話、被

服の洗廂 ・補修、住居等の揺除 ・幣理 ・賂頓、身の回りの世話、その他必要な用

務 ）。相談、助言指滋I(C閑すること」とある。そのうち盲人の掲合は、掃除、縫

鉱苦き物等の奉仕を受ける為合が多いようであ る。

0派辿回数、担当世帯は「 1世帯当たりおおむね週 1回以上とする。 家庭奉仕員

1人当たり担当世帯数は、おおむね 6世帯」とするとある。実状は、特別な場合

で9世帝も 12世帝も担当している場合か無いではないが、 6、 7世帝の場合が

ほとんどで半日ずつ週 2回廻る処もあるが、ほとんど過 1回のようである。

0家庭奉仕員の身分及び選考基準は 「家庭奉仕員は原則として常勤の職員、心身

とも健全、身障者の福祉匠理解と熱意を有する こと、 家事、介護の経験と相談、

助言指導の能ブ］を有する こと」と ある^
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。




